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株主各位
（証券コード：8541）
2021年6月10日

記

1 日　　時 2021年６月29日（火曜日） 午前10時
2 場　　所 松山市勝山町２丁目１番地　当行本店　５階ホール
3 目的事項 ■ 報告事項

松 山 市 勝 山 町 ２ 丁 目１番 地

頭　取　西 川 義 教

第117期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当行第117期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　なお、本株主総会につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、書面またはインターネッ
ト等により事前の議決権行使をしていただき、株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申し
あげます。お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして、後述のご案内に従って
2021年６月28日（月曜日）午後５時30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

敬　具

１．第117期　　　　　　　　  事業報告および計算書類報告の件
２．第117期　　　　　　　　  連結計算書類ならびに会計監査人
　　および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

株式会社 

⎛
⎝

⎛
⎝

2020年４月１日から
2021年３月31日まで

⎛
⎝

⎛
⎝

2020年４月１日から
2021年３月31日まで

以　上

■ 決議事項
第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　取締役13名選任の件

第４号議案　株式給付信託（BBT）の１事業年度あたりの上限付与ポイント数の決定の件
第３号議案　監査役１名選任の件
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■

■

■

本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、以下の事項につきましては、法令および当行定款
第16条の規定に基づき、インターネット上の当行ウェブサイト（https://www.himegin.co.jp/）
に掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には記載しておりません。したがいまして、
本招集ご通知の添付書類は、会計監査人および監査役が会計監査報告および監査報告の作成に
際して監査した事業報告、計算書類および連結計算書類の一部であります。
①業務の適正を確保する体制及び当該体制の運用状況
②株主資本等変動計算書
③計算書類の個別注記表
④連結株主資本等変動計算書　
⑤連結計算書類の連結注記表

本会場が満席となった場合は、第２会場等をご案内いたしますのでご了承いただきますようお
願い申しあげます。
株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、
インターネット上の当行ウェブサイト（https://www.himegin.co.jp/）に掲載いたします。

　＜新型コロナウイルス感染症対策に関するお知らせ＞
　新型コロナウイルス感染症による感染予防および拡散防止のため、株主の皆さまの健康と安全
を第一に考え、ご来場をお控えいただくとともに、本総会におきまして以下の対策を実施させて
いただきますこと、何卒ご理解、ご協力いただきますよう、お願い申し上げます。
〇お土産の配布はいたしません。
〇株主さま同士の距離が一定程度離れるように座席を設置させていただきます。入場できる人数
に限りが生じますので、別会場にお通しする場合がございます。

〇当日役員および本株主総会運営スタッフは、マスク等を着用して対応させていただきます。
〇ご来場の株主さまにおかれましては、マスク着用やアルコール消毒液の使用等、感染拡大防止
のための措置へのご協力をお願いいたします。また、株主さまの体温を計測させていただき、
発熱が確認された場合や、風邪等の症状によりご体調が優れないと判断させていただいた場
合は、ご入場の制限等をさせていただきます。

〇会場の扉を開放し、換気に努めてまいります。
〇なお、今後の状況により本株主総会の運営に変更が生ずる場合は、インターネット上の当行
ウェブサイトにてお知らせいたしますので、ご確認いただきますようお願い申しあげます。
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株主総会における議決権は、次のいずれかの方法により行使いただくことができます。

議決権の行使についてのご案内

当日ご出席の際は、お手数な
がら同封の議決権行使書用紙
を会場受付にご提出ください
ますようお願い申しあげます。

2021年６月29日（火曜日）
午前10時

株主総会日時

郵　送

株主総会にご出席される場合 株主総会にご出席いただけない場合

同封の議決権行使書用紙に議案
に対する賛否をご表示いただ
き、折り返しご返送ください。

2021年６月28日（月曜日）
午後５時30分必着

行使期限

インターネット等

次頁の「インターネット等に
よる議決権行使のご案内」を
ご高覧の上、下記の行使期限
までに行使してください。

2021年６月28日（月曜日）
午後５時30分まで

行使期限

「スマート行使」について
同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」
を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」および「パスワード」が入力不要でアクセスできます。
※なお、一度議決権を行使した後で行使内容の変更をされる場合には、再度QRコードを読み取り、議決
権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」および「パスワード」を入力いただく必要があります。

090_0068601102106_xs.indd   1 2021/05/16   6:58:51
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　インターネットにより議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承のうえ、議決権行使ウェブサ
イトにアクセスいただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」および「パスワード」を
ご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

■  パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であるこ
とを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同
様、大切にお取扱いください。

■  パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなり
ます。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案
内に従ってお手続きください。

■  議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コード
は、本総会に限り有効です。

パスワードおよび議決権行使コードのお取扱い

議決権行使のお取扱い
■  書面とインターネット等により、二重に議決権を行使され
た場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行
使としてお取扱いいたします。また、インターネット等に
よって複数回、またはパソコン・スマートフォン・携帯電
話で重複して議決権を行使された場合は、最後に行われた
ものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

■  議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイ
ダおよび通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様の
ご負担となります。

パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

議決権行使ウェブサイトにアクセス

 議決権行使ウェブサイト 　https://www.web54.net
バーコード読取機能付の
携帯電話を利用して右の
「QRコードⓇ」を読み取
り、議決権行使サイトに
接続することも可能です。なお、操作
方法の詳細についてはお手持ちの携帯
電話の取扱説明書をご確認ください。
（QRコードは、株式会社デンソーウ
ェーブの登録商標です。）

機関投資家の皆様に関しまして
は、本総会につき、株式会社
ICJの運営する「議決権電子行
使プラットフォーム」から電磁
的方法による議決権行使を行っ
ていただくことも可能です。

お手元の議決権行使書用紙の 
左下に記載された「議決権行使
コード」を入力

ログイン

議決権電子行使
プラットフォームの
ご利用について
（機関投資家の皆様へ）以降、画面の指示に従って賛否をご入力ください

お手元の議決権行使書用紙の 
左下に記載された「パスワード」
を入力

パスワードの入力

議決権行使
コード

インターネット等による議決権行使のご案内

議決権行使に関するパソコン等の操作方法

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
0120-652-031 受付時間／９：00～21：00
その他のご照会

証券会社に口座のない株主様（特別口座をお持ちの株主様）

証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社
あてにお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行事務センター
0120-782-031 受付時間／９：00～17：00 土日休日を除く

パスワード

090_0068601102106_xs.indd   2 2021/05/24   11:25:36
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添付書類
第117期（2020

2021
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）事業報告

１．当行の現況に関する事項
（1）事業の経過及び成果等
■金融経済環境
　世界経済は、新型コロナウイルスの感染拡大により非常に不確実な状態が続いていま
す。各国間や業種間で大きな差が生じています。国際通貨基金（IMF）は、2021年の世
界経済の成長率を6.0％とし、１月から0.5％上方修正しました。この上方修正は、一部の
経済大国における追加の財政支援やワクチン接種の効果への期待を反映したものです。世
界経済の先行きは、ワクチン接種による感染沈静化が進むまでの財政政策や金融政策の動
向次第となっています。
　国内経済でも、新型コロナウイルスの流行が再拡大する中、内需を中心に景気回復が足
踏み状態となっています。個人消費は、２度目の緊急事態宣言の解除後に持ち直し傾向に
あったものの、３度目の緊急事態宣言により、再び消費活動の自粛が強まっています。新
型コロナウイルスの収束が見通せない中、ワクチンの普及が進むまでの間、当面は感染拡
大を防ぐための活動制限を断続的に実施せざるを得ず、一進一退の状況が続く見込みで
す。
　愛媛県経済においても同様で、変異株の急拡大に伴い、最大警戒レベルの「感染対策
期」に入り、大幅な行動制限が求められており、経済活動が縮小しています。中でも、宿
泊業、飲食サービス業などにおいては、厳しい状況が続くと考えられます。
　コロナショックの影響を受けた地域経済の再生には時間がかかると予想されますが、地
域金融機関として、新型コロナウイルスによる影響を受けた個人や事業者の方々への資金
繰りや経営改善の支援など、金融仲介機能をしっかりと発揮して、地域経済の再起動に向
けた取組みを行ってまいります。

■2020年度事業内容
　当行及び子会社は、厳しい経営環境の中、銀行業務を中核とし、これに付随するリース
業などの金融サービスやベンチャー企業等への投資業務も行い、地域経済の活性化や地方
創生に取り組んでまいりました。
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　新型コロナウイルスにより影響を受けられたお客さまを支援するため、すべての取引先
にヒアリングを実施し、資金繰りを中心とした支援を行ってまいりました。７月に各部横
断的な「新型コロナ金融支援チーム」を立ち上げ、８月には、「経営サポート室」を、10
月には「債権管理再生チーム」をそれぞれ新設しました。また12月には、西瀬戸パート
ナーシップ協定を結ぶ山口フィナンシャルグループと共同で「にしせと地域共創債権回収
株式会社」を設立しました。これらを通じ、組織的、継続的に、地域経済への付加価値の
提供に努めております。
　また、ＳＤＧｓ・ＥＳＧに関する取組みが、世界や地域におけるトレンドとなる中、前
年度に引き続き、７月には「地域ＥＳＧ融資促進利子補給事業」に係る指定金融機関とな
り取扱いを開始しました。11月には、四国の地域金融機関で初めて、事業者さまへのＳ
ＤＧｓ診断を行う「ＳＤＧｓ経営立ち上げ支援サービス」の取扱いを開始しました。今後
は、2月に設置した「ＳＤＧｓ企画室」を中心として、行政とも連携しながら、環境や社
会へ好循環をもたらすよう、引き続きＳＤＧｓ宣言に基づいた取組みを推し進めてまいり
ます。
　さらに、デジタルトランスフォーメーション、いわゆる、ＤＸ戦略の一環として、ＩＴ
を活用したお客さまの業務の効率化を支援するため、４月には、非対面ツールである「ひ
めぎんアプリ」および経営支援プラットフォーム「Ehime Big Advance」の取扱いを
開始し、８月には、「デジタルサポートチーム」を設置しました。また、「ひめぎんＷＥＢ
住宅ローン」の取扱いを開始し、ペーパーレス・印鑑レスの促進を図り、２月には、入出
金明細の照会期間拡大や口座間の振替等、「ひめぎんアプリ」のバージョンアップを行っ
ております。お客さまには、「いつでも、どこでも、かんたんに」金融サービスを享受い
ただけるよう、さらなるＤＸ戦略に取り組んでまいります。

■2020年度の業績
預金・譲渡性預金
　期末預金は、448億円増加し、２兆4,874億円となり、そのうち、個人預金の期末残
高は、768億円増加し、１兆4,019億円となりました。
貸 出 金
　個人、中小企業等を中心に期末残高は587億円増加し、１兆7,655億円となりまし
た。
有 価 証 券
　市場リスクを抑制しつつ、積極的な運用に努めた結果、期末残高は6,024億円となり
ました。
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損 益 状 況
　役務取引等収益が増加したものの、金利の低下や予防的な引当を追加実施したこと、
店舗統廃合に係る償却を行ったことにより、当期純利益は47百万円減少し、50億９百
万円となりました。
設 備 投 資
　システム投資については、ＷＥＢ住宅ローンシステム、融資クラウドプラットフォー
ムへの投資や融資支援システムの更改、外貨預金通帳レスへ向けた国際系端末の更改を
行っております。
　店舗数については、2020年度内に県内の５か店を近隣店舗に統廃合し、そのうち３
か店をボーチェ出張所とし、また、２月からボーチェ桜井出張所をＡＴＭ出張所としま
した。その結果、期末現在の店舗数は114か店、うち出張所16か店にて営業しており
ます。

■当行の対処すべき課題
　私ども地方銀行を取り巻く経営環境は、少子高齢化の進行や超低金利政策の長期化によ
り、厳しい状況が続いております。加えて、新型コロナウイルスの影響により経済の先行
き不透明な状況が続いており、解決すべき課題は多岐にわたっております。
　当行は、地域金融機関として、新型コロナウイルスにより影響を受けた個人や事業者の
方々への資金繰りや経営改善の支援など、金融仲介機能をしっかりと発揮して、経済再起
動に向けた取組みを行ってまいります。
　そうした中、2021年度から、新たな中期経営計画である「第17次中期経営計画 変革
への挑戦 2nd stage～地域再起動のプラットフォーマーへ～」をスタートし、新連携
や事業領域拡大等の取組みにより収益を極大化する「金融プラス１戦略」の推進を基本方
針に掲げました。
　地域価値共創型広域プラットフォーム銀行として、お客さまに寄り添いながら、新連携
による金融プラス１戦略の広域展開等により、当行独自のプラットフォームを形成し、西
瀬戸地域を中心とした地域経済の活性化に向け、地域価値共創の実現を目指します。
　株主の皆さまには引き続きご理解とご支援を賜りますよう、お願い申しあげます。
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（2）財産及び損益の状況 （単位：百万円）

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度

預 金 1,946,338 1,975,680 2,096,643 2,169,356

定 期 性 預 金 932,645 898,796 959,043 888,156

そ の 他 1,013,693 1,076,883 1,137,599 1,281,200

貸 出 金 1,631,175 1,663,011 1,706,743 1,765,512

個 人 向 け 537,733 540,243 537,895 551,499

中 小 企 業 向 け 698,496 707,030 731,606 763,160

そ の 他 394,945 415,737 437,241 450,852

商 品 有 価 証 券 331 315 237 206

有 価 証 券 532,007 517,794 530,454 602,460

国 債 75,146 61,159 63,022 56,701

地 方 債 69,790 83,671 92,697 103,895

そ の 他 387,071 372,963 374,734 441,863

総 資 産 2,541,270 2,598,474 2,646,756 2,757,008

内 国 為 替 取 扱 高 11,119,679 10,649,572 10,073,595 9,275,931

外 国 為 替 取 扱 高
百万ドル 百万ドル 百万ドル 百万ドル
4,388 5,269 7,427 7,368

経 常 利 益 8,734 7,623 7,571 7,874

当 期 純 利 益 5,718 5,363 5,056 5,009

１株当たりの当期純利益
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

147 98 137 14 129 27 128 06

（注）記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
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（3）使用人の状況
当 年 度 末

使 用 人 数 1,334人

平 均 年 齢 38年10月

平 均 勤 続 年 数 16年０月

平 均 給 与 月 額 396千円

（注）１．使用人数には、臨時雇員および嘱託を含んでおりません。
２．平均年齢、平均勤続年数および平均給与月額はそれぞれ単位未満を切り捨てて表示しております。
３．平均給与月額は、３月の時間外手当を含む平均給与月額であり、賞与は含んでおりません。

当 年 度 末

営 業 店 部 門 本 部 部 門

使 用 人 数 1,015人 319人

（4）営業所等の状況
イ 営業所数

当 年 度 末

愛 媛 県
店 うち出張所
94 （ 16 ）

高 知 県 7 （ ― ）

香 川 県 4 （ ― ）

徳 島 県 1 （ ― ）

大 分 県 1 （ ― ）

広 島 県 3 （ ― ）

岡 山 県 1 （ ― ）

大 阪 府 2 （ ― ）

東 京 都 1 （ ― ）

合 計 114 （ 16 ）

（注）上記のほか、当年度末において、店舗外現金自動設備を155か所、それぞれ設置しております。
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ロ 当年度新設営業所
営業所名 所 在 地

ボーチェ松末出張所 　愛媛県松山市松末一丁目4－3
ボーチェ角野出張所 　愛媛県新居浜市西連寺町二丁目6－28
ボーチェ宇和島南出張所 　愛媛県宇和島市中沢町二丁目1－8

ハ 銀行代理業者の一覧
　該当ありません。

ニ 銀行が営む銀行代理業等の状況
　該当ありません。

（5）設備投資の状況
イ 設備投資の総額 （単位：百万円）

設備投資の総額 946

ロ 重要な設備の新設等 （単位：百万円）
内 容 金 額

次期アウトソーシングシステム関連 565

（6）重要な親会社及び子会社等の状況
イ 親会社の状況
　該当ありません。

ロ 子会社等の状況

会 社 名 所在地 主要業務内容 資本金
当行が有する
子会社等の
議決権比率

ひめぎんビジネスサービス㈱ 愛媛県松山市千舟町五丁目６番地１ 現金等の精査・整理・集金業務 百万円 ％
10 100.00

㈱ ひ め ぎ ん ソ フ ト 愛媛県松山市南持田町27番地１ コンピュータシステムの管理・運営 30 50.00

ひ め ぎ ん リ ー ス ㈱ 愛媛県松山市南持田町27番地１ リース業務・投資業務 30 75.00

㈱愛媛ジェーシービー 愛媛県松山市勝山町二丁目４番地７ クレジットカード業務・保証業務 50 90.00
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重要な業務提携の概況
① 山口フィナンシャルグループと『西瀬戸パートナーシップ協定』を締結しておりま
す。
② 第二地銀協地銀38行の提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出し
のサービス（略称SCS）を行っております。
③ 第二地銀協地銀38行、都市銀行５行、信託銀行３行、地方銀行62行、信用金庫255
金庫（信金中央金庫を含む）、信用組合141組合（全信組連を含む）、系統農協・信漁連
641（農林中央、信連を含む）、労働金庫14金庫（労金連を含む）との提携により、現
金自動設備の相互利用による現金自動引出しのサービス（略称MICS）を行っておりま
す。
④ 第二地銀協地銀38行の提携により、ISDN回線交換網を利用したデータ伝送の方法に
よる取引先企業との間の総合振込等のデータの授受のサービスおよび入出金取引明細等
のマルチバンクレポートサービス（略称SDS）を行っております。
⑤ ゆうちょ銀行との提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出しおよび
入金時の利用手数料の一部無料サービスを行っております。
⑥ ＪＡバンクえひめとの提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出し時
の利用手数料の無料サービスを行っております。
⑦ もみじ銀行との提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出し時の利用
手数料の無料サービスを行っております。

⑧ 四国内第二地銀協地銀４行（当行、香川銀行、徳島大正銀行、高知銀行）の提携によ
り、現金自動設備の相互利用による現金自動引出し・入金時の利用手数料の無料サービ
スを行っております。
⑨ ローソン銀行との提携により、ローソン店舗設置の現金自動設備による現金自動引出
し・入金等のサービスを行っております。
⑩ イオン銀行との提携により、現金自動設備の相互利用による現金自動引出し・入金お
よび振込みのサービスを行っております。
⑪ イーネットとの提携により、イーネット設置の現金自動設備による現金自動引出し・
入金等のサービスを行っております。

⑫ セブン銀行との提携により、セブン銀行設置の現金自動設備による現金自動引出し・
入金および振込み等のサービスを行っております。

（7）事業譲渡等の状況
　該当ありません。

（8）その他銀行の現況に関する重要な事項
　該当ありません。
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２．会社役員（取締役、監査役）に関する事項
（1）会社役員の状況 （年度末現在）

氏 名 地 位 担 当 重要な兼職 その他

本 田 元 広 会 長
（代表取締役） 総理 ―

西 川 義 教 頭 取
（代表取締役） 統轄、ひめぎん情報センター、監査部 ―

山 本 惠 三 副 頭 取
（代表取締役） 資金証券部、リスク管理部 ―

日 野 満 常 務 取 締 役 今治支店長 ―

磯 部 時 夫 常 務 取 締 役 企画広報部、お客様サービス部、人事教育部 ―

坪 内 宗 士 常 務 取 締 役 国際部、審査第一部、審査第二部、船舶ファイ
ナンス部 ―

豊 田 将 光 常 務 取 締 役 ソリューション営業部、公務ふるさと振興部、
事務システム部 ―

矢 野 紀 行 常 務 取 締 役 経営管理部、総務部 ―

一 色 昭 造 取 締 役
（社外取締役） ―

仙 波 隆 三 取 締 役
（社外取締役） ―

真 鍋 正 臣 取 締 役
（社外取締役）

日本リーテック株
式会社
執行役員社会イン
フラ本部副本部長

渡 部 卓 記 取 締 役
（社外取締役） ―

小 網 強 史 常 勤 監 査 役
（社外監査役） ―

寺 田 浩 一 監 査 役 ―

平 岡 公 明 監 査 役
（社外監査役） ―

（当事業年度中に退任した役員）
氏 名 退任時の地位 退 任 日
大 宿 有 三 常 務 取 締 役 2020年６月26日退任
武 田 峰 紀 取 締 役 2020年６月26日退任
青 野 勝 廣 監 査 役 2020年６月26日退任
木 原 盛 展 常 勤 監 査 役 2021年２月28日辞任
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（2）会社役員に対する報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針に関する事項
　当行の役員報酬は、以下の考え方に基づき、ガバナンス委員会（報酬委員会）において
報酬水準等を確認し、その意見を踏まえ株主総会で決議された範囲内で取締役会にて決議
されております。
・当行の役員報酬（社外取締役を除く）は、固定月額報酬と業績に応じて年１回６月に
支給する役員賞与および株式給付信託（ＢＢＴ）にて構成される。
・社外取締役の報酬については、固定月額報酬とし、従来の実績を勘案して算出され
る。
・利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標、その他の関連会社等の業
績を示す指標等を基礎として算定される業績連動報酬は導入していない。
・固定報酬（固定月額報酬＋役員賞与）と非金銭報酬等（ＢＢＴ）の割合については、
７：３を目安に運用する。
・当行役員の固定月額報酬は、経験や各取締役が担う役割、責任、成果などに応じて、
算定の基礎となる基準報酬月額（大卒初任給×12倍）に役職ごとの掛け目を乗じた
範囲で算定される。

役 名 役員報酬率（％）
会 長 85～100
頭 取 85～100
副 頭 取 お よ び 専 務 取 締 役 65～75
常 務 取 締 役 55～65

・役員賞与については、対象期間を前期株主総会の日から当期株主総会の前日までと
し、業績に応じた支給率で、役割、責任、成果などを勘案して、役員賞与引当金の範
囲内で算定される。
・当行の業績および利益の連動性を高めるために導入している株式給付信託（ＢＢＴ）
は、役職ごとに配分ポイントを定めている。
・役員報酬の決定手続きは、役員の指名および報酬等を諮問する「ガバナンス委員会
（報酬委員会）」において、過年度実績や役職ごとの報酬水準を確認し、取締役会に答
申する。
・取締役会は、ガバナンス委員会の答申に基づいて、株主総会で決議された取締役報酬
総額の範囲内で審議し決定する。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、ガバナンス委員会にて検討を行っ

ているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断して
おります。
監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成
され、各監査役の報酬は、各監査役の協議によって決定しております。
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② 取締役及び監査役の報酬等の総額等 （単位：百万円）

区 分 支給人数 報 酬 等 報酬等の種類別の総額
基本報酬 賞与 非金銭報酬等

取 締 役 14人 273（54） 173 45 54
監 査 役 5人 36（－） 36 ― ―

計 19人 309（54） 209 45 54
（注）１．株主総会で定められた報酬限度額は、取締役300百万円、監査役50百万円であります。

２．上記以外に、退任取締役２名、退任監査役２名に支払われた退職慰労金は、取締役13百万円、監査役
０百万円であります。
３．非金銭報酬等は、株式給付信託（ＢＢＴ）制度による当事業年度の費用計上額であり、上記「報酬
等」の欄に括弧内書きしております。

４．当行取締役の金銭報酬の額は、2010年６月29日開催の第106期定時株主総会において年額300百万
円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は18名です。また、当該金銭報
酬とは別枠で、2017年６月29日開催の第113期定時株主総会において、株式給付信託（ＢＢＴ）につ
いて３年間で300百万円を上限に拠出することを決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締
役（社外取締役を除く。）の員数は14名です。

５．株式給付信託（ＢＢＴ）制度において、第４号議案が原案通り承認可決されますと、取締役に付与さ
れる１事業年度当たりのポイント数の合計は、82,000ポイントが上限となります。なお、取締役に付
与されるポイントは、退任時の当行株式等の給付に際し、１ポイント当たり当行普通株式１株に換算さ
れます（ただし、当行株式について、株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合には、
その比率等に応じて、付与済みのポイント数又は換算比率について合理的な調整を行います。）。
６．当行監査役会の金銭報酬は、2007年６月28日開催の第103期定時株主総会において年額50百万円以
内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は４名であります。
７．当行は、取締役会において取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。

（3）責任限定契約
氏 名 責任限定契約の内容の概要
一色 昭造

　当行は、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第427条第１項
の規定に基づき、責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく賠償
責任限度額は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としており
ます。

仙波 隆三
真鍋 正臣
渡部 卓記
平岡 公明

（4）補償契約
　該当ありません。

（5）役員等賠償責任保険契約に関する事項
　当行は、取締役および監査役、執行役員を被保険者として、保険会社との間で役員等賠償
責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を締結しております。
　当該保険契約では、被保険者である役員等が、役員等としての業務につき行った行為に起
因して負担することとなる損害賠償金・争訟費用の損害を填補の対象としております。
　なお、当該契約の保険料は全額当行が負担しております。

３．社外役員に関する事項
（1）社外役員の兼職その他の状況

区 分 氏 名 兼務会社名 役 職
取 締 役 真 鍋 正 臣 日本リーテック株式会社 執行役員

社会インフラ本部副本部長
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（2）社外役員の主な活動状況
氏 名 在任期間 取締役会（監査役会）へ

の出席状況
取締役会（監査役会）における発言

その他の活動状況

一色 昭造
（取締役） ３年９か月 取締役会12回開催のうち

12回出席

公職及び経営者として豊富な経験と高い識見
を活かし、当該視点から経営全般の監督機能
を果たしていただくことを期待しており、取
締役会において適宜質問し意見をいただくな
ど、当行の社外取締役として業務執行に対す
る監督、助言等適切な役割を果たしておりま
す。

仙波 隆三
（取締役） １年９か月 取締役会12回開催のうち

12回出席

公職を歴任した豊富な経験と高い識見を活か
し、当該視点から経営全般の監督機能を果た
していただくことを期待しており、取締役会
において適宜質問し意見をいただくなど、当
行の社外取締役として業務執行に対する監督、
助言等適切な役割を果たしております。

真鍋 正臣
（取締役） １年９か月 取締役会12回開催のうち

11回出席

金融分野における専門家としての豊富な知識
や経験を有しており、当該視点から経営全般
の監督機能を果たしていただくことを期待し
ており、取締役会において適宜質問し意見を
いただくなど、当行の社外取締役として業務
執行に対する監督、助言等適切な役割を果た
しております。

渡部 卓記
（取締役） ９か月

社外取締役就任後に開催
された取締役会10回開催
のうち10回出席

金融分野における専門家としての豊富な知識
や経験を有しており、当該視点から経営全般
の監督機能を果たしていただくことを期待し
ており、取締役会において適宜質問し意見を
いただくなど、当行の社外取締役として業務
執行に対する監督、助言等適切な役割を果た
しております。

小網 強史
（監査役） １年９か月

取締役会12回開催のうち
12回出席
監査役会13回開催のうち
13回出席

公職を歴任した豊富な経験と高い識見を活か
し、適宜質問し意見を述べ、重要事項の協議
等を行い、当行の社外監査役として業務執行
に対する監督、助言等適切な役割を果たして
おります。

平岡 公明
（監査役） ９か月

社外監査役就任後に開催
された取締役会10回開催
のうち10回出席
社外監査役就任後に開催
された監査役会11回開催
のうち11回出席

公職を歴任した豊富な経験と高い識見を活か
し、適宜質問し意見を述べ、重要事項の協議
等を行い、当行の社外監査役として業務執行
に対する監督、助言等適切な役割を果たして
おります。
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（3）社外役員に対する報酬等 （単位：百万円）

支給人数 銀行からの報酬等 銀行の親会社等からの報酬等

報酬等の合計 8人 35 ―
（注）上記以外に退任監査役１名に支払われた退職慰労金は、監査役０百万円であります。

（4）社外役員の意見
　該当ありません。

４．当行の株式に関する事項
（1）株 式 数 発行可能株式総数 100,000千株

発行済株式の総数 39,426千株
（2）当年度末株主数 7,813名
（3）大 株 主
　発行済株式（自己株式を除く。）の総数の10分の１以上の数の株式を有する株主は該当あ
りません。なお、当行の大株主上位10先は以下のとおりであります。

　 株 主 の 氏 名 又 は 名 称
当行への出資状況

持株数等 持株比率

株式会社 日本カストディ銀行（信託口） 2,090 千株 5.32 ％

株式会社 日本カストディ銀行（信託口４） 1,931 4.91

日本マスタートラスト信託銀行 株式会社（信託口） 1,819 4.63

愛媛銀行行員持株会 1,295 3.29

美須賀海運 株式会社 1,000 2.54

大王製紙 株式会社 750 1.91

DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 613 1.56

住友生命保険 相互会社 599 1.52

損害保険ジャパン 株式会社 499 1.27

株式会社 大和証券グループ本社 458 1.16
（注）１．株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。

２．持株比率は当事業年度末日における発行済株式より、自己株式141,672株（ただし、株式給付信託
（ＢＢＴ）が所有する株式数を含んでおりません。）を除いた総数に対する割合であり、小数点第３位
以下を切り捨てて表示しております。
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（4）役員保有株式
株式の交付を受けた者の人数 株式の数

取締役（社外役員を除く。） 1人 9,600株

社外取締役 ― ―

監査役 ― ―

５．当行の新株予約権等に関する事項
　該当ありません。

６．会計監査人に関する事項
（1）会計監査人の状況 （単位：百万円）

氏名又は名称 当該事業年度に係る報酬等 その他
EY新日本有限責任監査法人
　指定有限責任社員 堀川 紀之
　指定有限責任社員 山田 修

55 （注）２、（注）３

（注）１．記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
２．会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由
　当行監査役会は、取締役会、社内関係部署および会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を
通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積の算出根拠等
を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

３．公認会計士法第２条第１項以外の業務は以下のとおりであります。
　 債権購入に係る合意された手続による調査業務および貸倒引当金制度の高度化のための統計分析業務
４．当行、子会社および子法人等が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額は61百万
円であります。

５．当行と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記「当該事業年度に係る報
酬等」にはこれらの合計額を記載しております。
６．上記の金額は、消費税および地方消費税を含んでおりません。
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（2）責任限定契約
　該当ありません。

（3）補償契約
　該当ありません。

（4）会計監査人に関するその他の事項
　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人が職務上の義務に反し、または職務を怠り、もしくは会計監査
人としてふさわしくない非行があるなど、当行の会計監査人であることにつき当行にとっ
て重大な支障があると判断した場合には、会社法第340条の規定により会計監査人を解任
します。また、その他、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場
合、または、監査の適切性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断され
る場合には、監査役会は会計監査人の選任および解任ならびに会計監査人を再任しないこ
とに関する議案の内容を決定します。

７．財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
　当行では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針につい
ては特に定めておりません。

８．特定完全子会社に関する事項
　該当ありません。

９．親会社等との間の取引に関する事項
　該当ありません。

10．会計参与に関する事項
　該当ありません。
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第117期末 （2021年３月31日現在） 貸借対照表
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
(資 産 の 部) （負 債 の 部）

現 金 預 け 金 286,269 預 金 2,169,356
現 金 23,740 当 座 預 金 100,205
預 け 金 262,529 普 通 預 金 1,056,989
コールローン及び買入手形 2,214 貯 蓄 預 金 5,601
買 入 金 銭 債 権 38,778 通 知 預 金 20,370
商 品 有 価 証 券 206 定 期 預 金 880,997
商 品 国 債 206 定 期 積 金 7,158
有 価 証 券 602,460 そ の 他 の 預 金 98,034
国 債 56,701 譲 渡 性 預 金 318,115
地 方 債 103,895 コ ー ル マ ネ ー 4,428
社 債 41,926 債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金 1,140
株 式 62,898 借 用 金 71,430
そ の 他 の 証 券 337,039 借 入 金 71,430
貸 出 金 1,765,512 外 国 為 替 96
割 引 手 形 3,601 未 払 外 国 為 替 96
手 形 貸 付 64,501 そ の 他 負 債 21,404
証 書 貸 付 1,575,344 未 払 法 人 税 等 2,055
当 座 貸 越 122,065 未 払 費 用 1,009
外 国 為 替 5,731 前 受 収 益 758
外 国 他 店 預 け 5,731 給 付 補 て ん 備 金 0
そ の 他 資 産 28,031 金 融 派 生 商 品 9,959
前 払 費 用 636 リ ー ス 債 務 719
未 収 収 益 2,265 そ の 他 の 負 債 6,900
金 融 派 生 商 品 580 役 員 賞 与 引 当 金 45
そ の 他 の 資 産 24,549 退 職 給 付 引 当 金 1,064
有 形 固 定 資 産 29,514 株 式 報 酬 引 当 金 177
建 物 8,230 睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 163
土 地 19,742 繰 延 税 金 負 債 10,325
リ ー ス 資 産 498 再評価に係る繰延税金負債 3,332
建 設 仮 勘 定 0 支 払 承 諾 9,419
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 1,042 負 債 の 部 合 計 2,610,500
無 形 固 定 資 産 1,633
ソ フ ト ウ エ ア 1,398 (純 資 産 の 部)
リ ー ス 資 産 91 資 本 金 21,367
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 142 資 本 剰 余 金 15,502
支 払 承 諾 見 返 9,419 資 本 準 備 金 15,502
貸 倒 引 当 金 △12,765 利 益 剰 余 金 72,736

利 益 準 備 金 5,864
そ の 他 利 益 剰 余 金 66,871
有形固定資産圧縮積立金 32
別 途 積 立 金 60,753
繰 越 利 益 剰 余 金 6,085

自 己 株 式 △557
株 主 資 本 合 計 109,049
そ の他有価証券評価差額金 30,820
土 地 再 評 価 差 額 金 6,636
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 37,457
純 資 産 の 部 合 計 146,507

資 産 の 部 合 計 2,757,008 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 2,757,008
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第117期（ 20
20
20
21
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）損益計算書

（単位：百万円）
科 目 金 額

経 常 収 益 38,401
資 金 運 用 収 益 31,563
貸 出 金 利 息 23,785
有 価 証 券 利 息 配 当 金 6,392
コ ー ル ロ ー ン 利 息 2
預 け 金 利 息 109
そ の 他 の 受 入 利 息 1,273

役 務 取 引 等 収 益 5,129
受 入 為 替 手 数 料 1,187
そ の 他 の 役 務 収 益 3,942

そ の 他 業 務 収 益 122
国 債 等 債 権 売 却 益 34
そ の 他 の 業 務 収 益 87

そ の 他 経 常 収 益 1,585
償 却 債 権 取 立 益 0
株 式 等 売 却 益 950
そ の 他 の 経 常 収 益 635

経 常 費 用 30,526
資 金 調 達 費 用 2,122
預 金 利 息 837
譲 渡 性 預 金 利 息 48
コ ー ル マ ネ ー 利 息 41
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 6
借 用 金 利 息 226
新 株 予 約 権 付 社 債 利 息 5
そ の 他 の 支 払 利 息 956

役 務 取 引 等 費 用 5,921
支 払 為 替 手 数 料 361
そ の 他 の 役 務 費 用 5,560

そ の 他 業 務 費 用 675
外 国 為 替 売 買 損 354
商 品 有 価 証 券 売 買 損 2
国 債 等 債 券 売 却 損 195
そ の 他 の 業 務 費 用 123

営 業 経 費 20,008
そ の 他 経 常 費 用 1,797
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 702
貸 出 金 償 却 478
株 式 等 売 却 損 130
株 式 等 償 却 259
そ の 他 の 経 常 費 用 227

経 常 利 益 7,874
特 別 利 益 0
固 定 資 産 処 分 益 0

特 別 損 失 562
固 定 資 産 処 分 損 83
減 損 損 失 478

税 引 前 当 期 純 利 益 7,312
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,719
法 人 税 等 調 整 額 △415
法 人 税 等 合 計 2,303
当 期 純 利 益 5,009
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連結貸借対照表 （2021年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
(資 産 の 部) （負 債 の 部）

現 金 預 け 金 286,273 預 金 2,164,907
コールローン及び買入手形 2,214 譲 渡 性 預 金 318,115
買 入 金 銭 債 権 38,778 コ ールマネー及び売渡手形 4,428
商 品 有 価 証 券 206 債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金 1,140
有 価 証 券 605,425 借 用 金 73,730
貸 出 金 1,762,863 外 国 為 替 96
外 国 為 替 5,731 そ の 他 負 債 24,475
リース債権及びリース投資資産 6,478 役 員 賞 与 引 当 金 45
そ の 他 資 産 32,620 退 職 給 付 に 係 る 負 債 1,196
有 形 固 定 資 産 29,642 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 10
建 物 8,231 株 式 報 酬 引 当 金 177
土 地 19,742 利 息 返 還 損 失 引 当 金 20
リ ー ス 資 産 541 睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 163
建 設 仮 勘 定 0 繰 延 税 金 負 債 10,923
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 1,126 再評価に係る繰延税金負債 3,332
無 形 固 定 資 産 1,711 支 払 承 諾 9,419
ソ フ ト ウ エ ア 1,439 負 債 の 部 合 計 2,612,182
リ ー ス 資 産 125
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 145 (純 資 産 の 部)
繰 延 税 金 資 産 170 資 本 金 21,367
支 払 承 諾 見 返 9,419 資 本 剰 余 金 15,502
貸 倒 引 当 金 △14,455 利 益 剰 余 金 77,760

自 己 株 式 △557
株 主 資 本 合 計 114,072
そ の他有価証券評価差額金 32,842
土 地 再 評 価 差 額 金 6,636
退 職給付に係る調整累計額 △50
その他の包括利益累計額合計 39,428
非 支 配 株 主 持 分 1,396
純 資 産 の 部 合 計 154,897

資 産 の 部 合 計 2,767,080 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 2,767,080
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連結損益計算書（20
20
20
21
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

経 常 収 益 43,045
資 金 運 用 収 益 32,012
貸 出 金 利 息 23,806
有 価 証 券 利 息 配 当 金 6,403
コ ー ル ロ ー ン 利 息 及 び 買 入 手 形 利 息 2
預 け 金 利 息 109
そ の 他 の 受 入 利 息 1,689
役 務 取 引 等 収 益 5,436
そ の 他 業 務 収 益 3,887
そ の 他 経 常 収 益 1,709
償 却 債 権 取 立 益 0
そ の 他 の 経 常 収 益 1,708

経 常 費 用 34,361
資 金 調 達 費 用 2,138
預 金 利 息 837
譲 渡 性 預 金 利 息 48
コ ー ル マ ネ ー 利 息 及 び 売 渡 手 形 利 息 41
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息 6
借 用 金 利 息 240
新 株 予 約 権 付 社 債 利 息 5
そ の 他 の 支 払 利 息 958

役 務 取 引 等 費 用 5,356
そ の 他 業 務 費 用 710
営 業 経 費 24,166
そ の 他 経 常 費 用 1,989
貸 倒 引 当 金 繰 入 額 493
そ の 他 の 経 常 費 用 1,495
経 常 利 益 8,683
特 別 利 益 0
固 定 資 産 処 分 益 0
特 別 損 失 562
固 定 資 産 処 分 損 83
減 損 損 失 478

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 8,121
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,886
法 人 税 等 調 整 額 △317
法 人 税 等 合 計 2,568
当 期 純 利 益 5,553
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 105
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 5,447
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会計監査人の監査報告書 謄本
独立監査人の監査報告書

2021年５月17日
　株式会社 愛 媛 銀 行
　 取 締 役 会 御 中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 堀 川 紀 之 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 田 修 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社愛媛銀行の2020年４月１日から
2021年３月31日までの第117期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
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　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を
検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本
独立監査人の監査報告書

2021年５月17日
　株式会社 愛 媛 銀 行
　 取 締 役 会 御 中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 堀 川 紀 之 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 田 修 ㊞

監査意見
　当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社愛媛銀行の2020年４月１日から2021
年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資
本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社愛媛銀行及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書
類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又
は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があ
ると判断される。
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　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報
告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類
の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連
結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な
監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本
監 査 報 告 書

　当監査役会は、2020年4月1日から2021年3月31日までの第117期事業年度の取締役の職務の執行に関
して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として本監査報告
書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告

を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締
役、内部監査部門その他使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとと
もに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本部及び主要な営業店において業務及
び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎
通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体
制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして
会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決
議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及
び運営の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するととも
に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等
に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、
連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。
２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに
関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年5月20日
株式会社愛媛銀行監査役会

常勤監査役 小 網 強 史 ㊞
監 査 役 寺 田 浩 一 ㊞
監 査 役 平 岡 公 明 ㊞

（注）常勤監査役小網強史及び監査役平岡公明は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。
（注）常勤監査役木原盛展は、2021年2月28日をもって辞任により退任いたしました。なお、監査役会の定員につきましては、

法令及び定款の規定を満たしております。
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の処分の件
　第117期の期末配当およびその他剰余金の処分につきましては、内部留保の充実を図りなが
ら、安定した配当を継続的に行うとの基本方針にもとづき、以下のとおりといたしたいと存じま
す。

１．期末配当に関する事項
（1）配当財産の種類
　金銭といたします。

（2）配当財産の割当てに関する事項およびその総額
　当行普通株式１株につき金15円
配当総額 金589,276,575円

（3）剰余金の配当が効力を生ずる日
　2021年６月30日

２．その他剰余金の処分に関する事項
（1）増加する剰余金の項目およびその額

別途積立金 4,000,000,000円

（2）減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 4,000,000,000円
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第２号議案 取締役13名選任の件
　取締役全員（12名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役13名の選
任をお願いいたしたいと存じます。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
候補者
番 号 氏 名 地 位 お よ び 担 当

１
ほん だ もと ひろ

本 田 元 広 再任 会 長
（代表取締役） 総理

２
にし かわ よし のり

西 川 義 教 再任 頭 取
（代表取締役）

統轄、ひめぎん情報センター、
監査部

３
いそ べ とき お

磯 部 時 夫 再任 常務取締役 企画広報部、お客様サービス部、
人事教育部

４
つぼ うち むね お

坪 内 宗 士 再任 常務取締役 国際部、審査第一部、審査第二部、
船舶ファイナンス部

５
とよ だ まさ みつ

豊 田 将 光 再任 常務取締役 ソリューション営業部、公務ふる
さと振興部、事務システム部

６
や の とし ゆき

矢 野 紀 行 再任 常務取締役 経営管理部、総務部

７
しの なが たか し

篠 永 尚 史 新任 常務執行役員
審査第一部長

８
まつ き ひさ かず

松 木 久 和 新任
常務執行役員
本店営業部長

兼県立中央病院出張所長

９
いっ しき しょう ぞう

一 色 昭 造 再任 社外 独立 取締役

10
せん ば りゅう ぞう

仙 波 隆 三 再任 社外 独立 取締役

11
ま なべ まさ とみ

真 鍋 正 臣 再任 社外 独立 取締役

12
わたな べ たか のり

渡 部 卓 記 再任 社外 独立 取締役

13
こん どう ち と せ

近 藤 千 登 世 新任 社外 独立 取締役
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する

当行の株式数

１

再任

本
ほん
　田

だ
　元
もと
　広
ひろ

（1948年１月９日生）

1970年４月 当行入行
1992年２月 尾道支店長
1995年２月 高松支店長兼高松事務所長
2003年２月 公務ふるさと部長
2004年８月 人事教育部長
2006年６月 取締役 人事教育部長
2006年７月 常務取締役
2011年４月 専務取締役
2012年６月 頭 取
2018年６月 会 長

現在に至る
（担当）総理

20,272株

〈取締役候補者とした理由〉
　営業店長、人事教育部長等を歴任し、2006年より取締役に、2012年より頭取、2018年からは
会長に就任し、その職務・職責を公正かつ的確に果たしております。
　銀行経営に関する豊富な経験や実績を有しており、高い能力や見識を活かすことにより当行の更
なる発展に貢献することが期待できると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであ
ります。

２

再任

西
にし
　川
かわ
　義
よし
　教
のり

（1962年８月４日生）

1985年４月 当行入行
2002年２月 森松支店長
2006年３月 三島支店長
2012年２月 本店営業部副部長兼法人推進部長
2012年６月 取締役 本店営業部長

兼県立中央病院出張所長
2015年７月 取締役 東京支店長兼東京事務所長
2017年２月 常務取締役
2017年６月 専務取締役
2018年６月 頭 取

現在に至る
（担当）統轄、ひめぎん情報センター、監査部

6,800株

〈取締役候補者とした理由〉
　本店営業部長、東京支店長等を歴任し、2012年より取締役、2018年からは頭取に就任し、当行
頭取として、その職務・職責を公正かつ的確に果たしております。
　銀行経営に関する豊富な経験や実績を有しており、高い能力や見識を活かすことにより当行の更
なる発展に貢献することが期待できると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであ
ります。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する

当行の株式数

３

再任

磯
いそ
　部

べ
　時
とき
　夫

お

（1960年４月6日生）

1983年４月 当行入行
2009年２月 企画広報部副部長

兼広報担当部長
2010年２月 西条支店長
2012年６月 宇和島支店長

兼宇和島新町出張所長
2016年６月 大阪支店長
2017年６月 取締役 大阪支店長
2018年６月 常務取締役

現在に至る
（担当）企画広報部、お客様サービス部、人事教育部

6,100株

〈取締役候補者とした理由〉
　営業店長、本部部長を歴任するなど、豊富な業務経験を有し、2017年より取締役に、2018年か
らは常務取締役に就任しております。
　取締役としての職務・職責を適切に果たしており、高い能力や見識を活かすことにより当行の更
なる発展に貢献することが期待できると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであ
ります。

４

再任

坪
つぼ
　内
うち
　宗
むね
　士

お

（1960年7月14日生）

1983年４月 富士銀行入行
2007年５月 みずほ銀行 千住支店長
2009年４月 同行 融資部副部長
2013年５月 当行入行
2013年８月 審査第一部長
2015年２月 企画広報部長
2016年６月 取締役 監査部長
2017年６月 取締役 本店営業部長

兼県立中央病院出張所長
2019年２月 常務取締役

現在に至る
（担当）国際部、審査第一部、審査第二部、
　 船舶ファイナンス部

5,172株

〈取締役候補者とした理由〉
　みずほ銀行において営業店長、融資部副部長等を担当し、当行においては審査第一部長、企画広
報部長、本店営業部長等を歴任し、2016年より取締役に、2019年からは常務取締役に就任してお
ります。
　取締役としての職務・職責を適切に果たしており、高い能力や見識を活かすことにより当行の更
なる発展に貢献することが期待できると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであ
ります。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する

当行の株式数

５

再任

豊
とよ
　田

だ
　将
まさ
　光
みつ

（1962年1月26日生）

1985年４月 当行入行
2003年８月 古川支店長
2006年３月 道後支店長
2012年６月 人事教育部長
2016年６月 取締役 宇和島支店長

兼宇和島新町出張所長
2018年８月 取締役 事務システム部長
2019年６月 常務取締役

現在に至る
（担当）ソリューション営業部、公務ふるさと振興部、
　 事務システム部

6,500株

〈取締役候補者とした理由〉
　営業店長、人事教育部長を歴任するなど、豊富な業務経験を有し、2016年より取締役に、2019
年からは常務取締役に就任しております。
　取締役としての職務・職責を適切に果たしており、高い能力や見識を活かすことにより当行の更
なる発展に貢献することが期待できると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであ
ります。

６

再任

矢
や
　野

の
　紀
とし
　行
ゆき

（1963年2月13日生）

1986年４月 当行入行
2006年３月 古川支店長
2013年２月 企画広報部長
2015年２月 総務部長
2018年６月 取締役 総務部長
2019年６月 常務執行役員 総務部長
2020年２月 常務執行役員 経営管理部長兼総務部長
2020年６月 常務取締役

現在に至る
（担当）経営管理部、総務部

11,100株

〈取締役候補者とした理由〉
　営業店長、企画広報部長、総務部長、経営管理部長を歴任するなど、豊富な業務経験を有し、当
行の業務全般に精通しております。
　その高い能力や見識を活かすことにより当行の更なる発展に貢献することが期待できると判断し、
取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する

当行の株式数

７

新任

篠
しの
　永
なが
　尚
たか
　史

し

（1962年1月12生）

1984年４月 当行入行
2004年５月 観音寺支店長
2007年２月 鴨川支店長
2009年２月 営業統括部推進役
2010年２月 郡中支店長
2012年４月 審査第一部次長
2012年６月 高松支店長兼高松事務所長
2014年６月 広島支店長
2017年８月 審査第一部長
2019年６月 執行役員 審査第一部長
2020年６月 常務執行役員 審査第一部長

現在に至る

1,000株

〈取締役候補者とした理由〉
　主要な営業店長や、審査第一部長の経験を有しており、的確な与信判断を遂行してまいりました。
　その高い能力や見識を活かすことにより当行の更なる発展に貢献することが期待できると判断し、
取締役として選任をお願いするものであります。

８

新任

松
まつ
　木

き
　久
ひさ
　和
かず

（1962年２月９日生）

1984年４月 当行入行
2004年８月 森松支店長
2007年８月 本店営業部次長
2010年８月 人事教育部副部長
2011年10月 八幡浜支店長
2015年２月 末広町支店長
2016年６月 今治支店長兼ローンセンター長（今治）
2017年６月 取締役 今治支店長

兼ローンセンター長（今治）
2019年２月 取締役 本店営業部長

兼県立中央病院出張所長
2019年６月 常務執行役員 本店営業部長

兼県立中央病院出張所長
現在に至る

　2,900株

〈取締役候補者とした理由〉
　本店営業部長、主要な営業店長を歴任するとともに、本部経験も有しており、当行の業務全般に
精通しております。
　その高い能力や見識を活かすことにより当行の更なる発展に貢献することが期待できると判断し、
取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する

当行の株式数

９

再任 社外 独立役員

一
いっ
　色
しき
　昭
しょう
　造
ぞう

（1942年12月10日生）

1965年４月 運輸省入省
1987年１月 運輸審議会 首席審理官
1991年６月 運輸政策局 情報管理部長
1992年12月 運輸政策局辞職
1992年12月 一般財団法人地域伝統芸能活用センター理事

長
1995年９月 石崎汽船株式会社 代表取締役社長
2005年４月 松山観光港ターミナル株式会社

代表取締役社長
2015年９月 石崎汽船株式会社 代表取締役会長
2017年６月 当行社外取締役
2017年９月 石崎汽船株式会社

代表取締役会長退任
現在に至る

0株

〈社外取締役候補者とした理由〉
　一色昭造氏は、運輸省で勤務の後、石崎汽船株式会社の代表取締役社長などを務められ、公職お
よび会社経営者としての豊富な経験と高い識見を有しており、当該視点から経営全般の監督機能を
果たしていただくことを期待しております。当行の地域金融機関としての持続的成長や企業価値向
上を図る観点から、当行取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判
断し、社外取締役としての選任をお願いするものです。

10

再任 社外 独立役員

仙
せん
　波

ば
　隆
りゅう
　三
ぞう

（1952年1月2日生）

1974年４月 愛媛県勤務
2007年４月 愛媛県 農林水産部森林局長
2009年４月 愛媛県 保健福祉部長
2012年４月 愛媛県 教育長
2015年７月 愛媛県副知事
2016年７月 愛媛県副知事退任
2016年８月 愛媛県社会福祉事業団理事長
2019年６月 当行社外取締役

現在に至る

0株

〈社外取締役候補者とした理由〉
　仙波隆三氏は、愛媛県入庁後、保健福祉部長や教育長、副知事を歴任するなど、行政での豊富な
経験と高い識見を有しており、当該視点から経営全般の監督機能を果たしていただくことを期待し
ております。当行の地域金融機関としての持続的成長や企業価値向上を図る観点から、当行取締役
会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任
をお願いするものです。
　なお、同氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はあり
ませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し
ております。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する

当行の株式数

11

再任 社外 独立役員

真
ま
　鍋
なべ
　正
まさ
　臣
とみ

（1961年11月25日生）

1984年４月 日本銀行入行
2013年４月 日本銀行 業務局営業業務課長
2014年５月 日本銀行 名古屋支店次長
2015年６月 日本銀行 松山支店長
2017年５月 日本銀行退職
2017年６月 日本リーテック株式会社

執行役員 社会インフラ本部副本部長
2019年６月 当行社外取締役

現在に至る
（重要な兼職の状況）
日本リーテック株式会社
執行役員社会インフラ本部副本部長

0株

〈社外取締役候補者とした理由〉
　真鍋正臣氏は、日本銀行入行後、松山支店長などの要職を歴任され、現在は日本リーテック株式
会社にて執行役員社会インフラ副本部長として活躍されております。金融行政での豊富な知識や経
験に加え、幅広い人脈と高い識見を有しており、当該視点から経営全般の監督機能を果たしていた
だくことを期待しております。当行の地域金融機関としての持続的成長や企業価値向上を図る観点
から、当行取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取
締役としての選任をお願いするものです。

12

再任 社外 独立役員

渡
わたな
　部

べ
　卓
たか
　記
のり

（1954年11月8日生）

1977年11月 愛媛県信用保証協会入協
2004年４月 同協会 業務企画部副部長
2006年４月 同協会 企画総務部長
2009年４月 同協会 参事兼企画総務部長
2011年４月 同協会 常務理事
2020年４月 同協会 相談役
2020年６月 愛媛県信用保証協会退職
2020年６月 当行社外取締役

現在に至る

0株

〈社外取締役候補者とした理由〉
　渡部卓記氏は、愛媛県信用保証協会にて永年勤務し、金融分野の専門家として豊富な知識や経験
を有しており、当該視点から経営全般の監督機能を果たしていただくことを期待しております。当
行の地域金融機関としての持続的成長や企業価値向上を図る観点から、当行取締役会の意思決定機
能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、社外取締役としての選任をお願いするも
のです。
　なお、同氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はあり
ませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し
ております。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する

当行の株式数

13

新任 社外 独立役員

近
こん
　藤
どう
　千

ち
　登

と
　世

せ

（1956年6月5日生）

1979年４月 株式会社愛媛東部ヤクルト入社
1982年３月 株式会社愛媛東部ヤクルト退社
1982年４月 近藤物産株式会社入社
1998年９月 近藤物産株式会社 取締役副社長
2009年８月 近藤物産株式会社 代表取締役社長

現在に至る

0株

〈社外取締役候補者とした理由〉
　近藤千登世氏におかれては、永年、愛媛県新居浜市に拠点を置く近藤物産株式会社の代表取締役
社長として、安定した企業経営能力と、豊富な経験を有しております。女性のお客様目線での意見
提言や、これからの当行の女性活躍等、ダイバシティーの推進に対しての取り組みについて特に活
躍を期待しております。また、当行のコーポレートガバナンス体制の充実強化にも貢献いただける
ものと判断し、社外取締役としての選任をお願いするものです。

（注）１．各候補者と当行の間には特別の利害関係はありません。
２．一色昭造氏、仙波隆三氏・真鍋正臣氏・渡部卓記氏および近藤千登世氏は、社外取締役候補者であり
ます。
３．一色昭造氏、仙波隆三氏・真鍋正臣氏および渡部卓記氏は、現在当行の社外取締役であります。その
在任期間は、本総会終結の時をもって、一色昭造氏は４年、仙波隆三氏および真鍋正臣氏は２年、渡部
卓記氏は１年となります。
４．一色昭造氏、仙波隆三氏・真鍋正臣氏および渡部卓記氏は、東京証券取引所の定める独立役員であ
り、原案通り選任された場合、引き続き独立役員となる予定です。また、近藤千登世氏についても、独
立役員として同取引所に届け出る予定であります。
５．当行は、一色昭造氏が代表を務める松山観光港ターミナル株式会社との間で経常的な金融取引を行っ
ておりますが、独立性基準を満たしております。
６．当行は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、
被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用の損害を当該保険契約により填補することとして
おります。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
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第３号議案 監査役１名選任の件
　2021年２月28日をもって監査役木原盛展氏が辞任されましたので、新たに監査役１名の選任
をお願いいたしたいと存じます。
　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名
（生年月日） 略歴、地位および重要な兼職の状況 所有する

当行の株式数

新任

安
あ
　部

べ
　和
かず
　彦
ひこ

（1961年10月28日生）

1984年４月 当行入行
2005年８月 鴨川支店長
2007年２月 西条支店長
2010年８月 審査第一部次長兼金融円滑化推進室長
2015年２月 お客様サービス部次長
2016年２月 営業統括部次長
2017年２月 営業統括部長
2018年２月 ソリューション営業部長
2019年６月 常務執行役員 ソリューション営業部長
2020年８月 常務執行役員 リスク管理部長

現在に至る

3,500株

〈監査役候補者とした理由〉
　営業店長や、ソリューション営業部長、リスク管理部長などの本部部長を歴任するなど、現場および本部
の業務全般について幅広い知識と経験を有しております。当行の経営全般の監査を、的確かつ効率的に遂行
できると判断し、監査役としての選任をお願いするものであります。

（注）１．候補者と当行の間には特別の利害関係はありません。
　 ２．当行は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、

被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用の損害を当該保険契約により填補することとして
おります。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。

2021年05月28日 17時41分 $FOLDER; 38ページ （Tess 1.50(64) 20200401(on201812)_02）



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

連
結
計
算
書
類

監
査
報
告
書

参
考
書
類

38

第４号議案　株式給付信託（ＢＢＴ）の１事業年度あたりの上限付与ポイント数の決定の件
１．提案の理由及びこれを相当とする理由
　当行は、2017年６月29日開催の第113期定時株主総会において取締役（社外取締役を除
きます。以下、断りがない限り、本議案において同じとします。）を対象とした株式報酬制
度（以下、「本制度」といいます。）の導入についてご承認いただき（以下、上記株主総会に
おける決議を「原決議」といいます。）今日に至っておりますが、会社法の一部を改正する
法律（令和元年法律第70号）が2021年３月１日に施行されたことに伴い、現在の取締役に
対する本制度にかかる株式報酬の報酬枠（金額およびポイント）を改めて設定する旨のご承
認をお願いするものであります。
　本議案は、法令改正に伴う手続上のものであり、実質的な報酬枠を原決議と比較して増枠
するものではなく、原決議同様、取締役の報酬と当行の株式価値との連動性をより明確に
し、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有
することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的と
しており、当行の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針（事業報告
〔本招集ご通知13頁〕をご参照ください）とも合致していることから、本議案の内容は相当
であるものと考えております。
　本議案は、2010年６月29日開催の第106期定時株主総会においてご承認をいただきまし
た取締役の報酬額（年額300百万円以内。ただし、使用人給与は含みません。）とは別枠と
して、本制度に基づく報酬を当行の取締役に対して支給するため、報酬等の額及び具体的な
内容についてのご承認をお願いするものです。なお、本制度の詳細につきましては、下記
２．の枠内で、取締役会にご一任頂きたいと存じます。
　また、現時点において、本制度の対象となる取締役は８名ですが、第２号議案が原案通り
承認可決されましても、本制度の対象となる取締役は８名となります。
　なお、本議案の決議の効力は、2021年３月１日に遡って生ずるものといたします。

２．本制度に係る報酬等の額及び具体的な内容
（1）本制度の概要
　本制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託（以下、本制度に基づき設
定される信託を「本信託」といいます。）を通じて取得され、取締役に対して、当行が定
める役員株式給付規程に従って、当行株式及び当行株式を時価で換算した金額相当の金銭
（以下、「当行株式等」といいます。）が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。な
お、取締役が当行株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。

（2）本制度の対象者
　取締役（社外取締役及び監査役は、本制度の対象外とします。）

（3）信託金額
　当行は、2017年７月１日から2020年６月末日までの3年間（以下、当該３年の期間、
及び当該３年の期間経過後に開始する３年ごとの期間を、それぞれ「対象期間」といいま
す。）及びその後の各対象期間を対象として本制度を導入しており、現在の対象期間に関
して本制度に基づく当行の取締役への給付を行うための株式の取得資金として、100百万
円の金銭を拠出し、受益者要件を満たす取締役を受益者とする本信託を設定しておりま
す。本信託は当行が信託した金銭を原資として、現在の対象期間に関して当行株式
89,000株を取得しております。
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　なお、現在の対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当行は各対象期間に300
百万円を上限として追加拠出を行います。ただし、かかる追加拠出を行う場合において、
当該追加拠出を行おうとする対象期間の直前の対象期間の末日に信託財産内に残存する当
行株式（取締役に付与されたポイント数に相当する当行株式で、取締役に対する株式の給
付が未了であるものを除きます。）及び金銭（以下、「残存株式等」といいます。）がある
ときは、残存株式等の金額（当行株式については、直前の対象期間の末日における帳簿価
格とします。）と追加拠出される金銭の合計額は、本議案により承認を得た上限の範囲内
とします。当行が追加拠出を決定したときは、適時適切に開示いたします。

（4）本信託による当行株式の取得方法及び取得株式数
　本信託による当行株式の取得は、上記（3）により拠出された資金を原資として、取引
所市場を通じて又は当行の自己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施することと
し、新株発行は行いません。なお、取締役に付与されるポイント数の上限は１事業年度当
たりポイントであるため、各対象期間について本信託が取得する当行株式数の上限は
246,000株となります。

（5）取締役に給付される当行株式等の数の上限
　取締役には、原則として、毎年７月１日から翌年６月末日までの職務に対し、役員株式
給付規程に基づき役位等により定まる数のポイントが付与されます。取締役に付与される
１事業年度当たりのポイント数の合計は、82,000ポイントを上限とします。これは、現
行の役員報酬の支給水準、取締役の員数の動向と今後の見込み等を総合的に考慮して決定
したものであり、相当であるものと判断しております。
　なお、取締役に付与されるポイントは、下記（6）の当行株式等の給付に際し、１ポイ
ント当たり当行普通株式１株に換算されます（ただし、本議案をご承認いただいた後にお
いて、当行株式について、株式分割、株式無償割当て又は株式併合等が行われた場合に
は、その比率等に応じて、ポイント数の上限及び付与済みのポイント数又は換算比率につ
いて合理的な調整を行います。）。
また、取締役に付与される１事業年度当たりのポイント数の上限に相当する株式数
（82,000株）の発行済株式総数（2021年３月31日現在。自己株式控除後）に対する割合
は約0.2％です。
　下記（6）の当行株式等の給付に当たり基準となる取締役のポイント数は、原則として、
退任時までに当該取締役に付与されたポイント数とします（以下、このようにして算出さ
れたポイントを、「確定ポイント数」といいます。）。

（6）当行株式等の給付
　取締役が退任し、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合、当該取締役
は、所定の受益者確定手続を行うことにより、原則として上記（5）に記載のところに従
って定められる「確定ポイント数」に応じた数の当行株式について、退任後に本信託から
給付を受けます。ただし、役員株式給付規程に定める要件を満たす場合は、一定割合につ
いて、当行株式の給付に代えて、当行株式の時価相当の金銭給付を受けます。なお、金銭
給付を行うために、本信託により当行株式を売却する場合があります。
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【受益者】

取締役を退任した者のうち
受益者要件を満たす者

⑥当行株式等
　の給付

②金銭の信託 

③株式取得 

取締役

①役員株式給付規程の制定

④ポイントの付与
【委託者】

当行

【受託者】

みずほ信託銀行
（再信託：日本カストディ銀行） 

当行株式

信託管理人
議決権不行使
の指図

受
給
権
取
得

⑤
議
決
権
不
行
使

　なお、ポイントの付与を受けた取締役であっても、株主総会において解任の決議をされ
た場合、在任中に一定の非違行為があったことに起因して退任した場合又は当行に損害が
及ぶような不適切行為等があった場合は、給付を受ける権利を取得できないこととしま
す。

＜ご参考：本制度の仕組み＞

① 当行は、本議案につき承認を受けた枠組みの範囲内において、「役員株式給付規程」を
制定します。

② 当行は、本議案につき承認を受けた範囲内で金銭を信託します。
③ 本信託は、②で信託された金銭を原資として当行株式を、取引所市場を通じて又は当行
の自己株式処分を引き受ける方法により取得します。

④ 当行は、「役員株式給付規程」に基づき取締役にポイントを付与します。
⑤ 本信託は、当行から独立した信託管理人の指図に従い、本信託勘定内の当行株式に係る

議決権を行使しないこととします。
⑥ 本信託は、取締役を退任した者のうち「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満た
した者（以下、「受益者」といいます。）に対して、当該受益者に付与されたポイント数
に応じた当行株式を給付します。ただし、取締役が「役員株式給付規程」に定める要件
を満たす場合には、ポイントの一定割合について、当行株式の時価相当の金銭を給付し
ます。

以 上
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〈メ モ 欄〉
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〈メ モ 欄〉
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196

株 主 総 会 会 場 ご 案 内 図

会 場：松山市勝山町２丁目１番地 当行本店 ５階ホール
交通のご案内
●JR松山駅から…………伊予鉄路面電車〈道後温泉行〉で15分。「勝山町」で下車して徒歩１分。
●伊予鉄松山市駅から…伊予鉄路面電車〈道後温泉行〉で10分。「勝山町」で下車して徒歩１分。

〈お願い〉 駐車場は収容台数に限りがございますので、公共交通機関をご利用いただきますようお願い申しあげ
ます。

お土産の配布は取り止めさせていただきます。何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
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